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1 概要 

 

平成 18年６月２日に「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

（行革推進法）」が施行され、同年８月 31日に総務事務次官通知にて「発生主義の活用及び

複式簿記の考え方の導入を図り、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変

動計算書の４表の整備を標準形とし、地方公共団体単体及び関連団体等も含む連結ベースで…

（中略）…公会計の整備の推進に取り組むこと。（地方公共団体における行政改革の更なる推

進のための指針第６項参照）」と記されたことから、財務書類及び固定資産台帳の整備といっ

た「資産・債務管理」への取り組みが始まりました。 

その流れの中で、公共施設やインフラ設備の老朽化問題の顕在化、合併自治体における交付

税優遇措置の期限切れなどによる歳入総額の減少、人口減少・少子高齢化に伴う公共施設への

ニーズの変化など、公共施設のマネジメントの在り方が喫緊の課題となっています。具体的に

は、総務省が 2014年４月に各地方公共団体に要請した「公共施設等総合管理計画」の策定等

を通じた「将来の施設の更新維持管理費の把握」や将来的な公共施設等の維持管理に関する方

針の決定が求められています。 

これら諸問題への取り組みのひとつとして、財務書類の作成があります。総務省「今後の新

地方公会計の推進に関する実務研究会」では、「統一的な基準による財務書類」（以下、統一

基準）の作成に取り組むよう示され、平成 29年度末を目途として、平成 28年度決算より統一

基準財務書類を作成することとなりました。この統一基準では、以下の要点が挙げられていま

す。 

 

① 発生主義の導入・複式簿記（複式仕訳）の導入 

複式簿記・発生主義会計を採用し、現金取引（歳入・歳出）のみならず、すべてのフ

ロー情報（期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動）及びストック情報（資産・

負債・純資産の期末残高）を網羅的かつ誘導的に記録・表示。決算統計データの活用

からの脱却。 

② 固定資産台帳の整備 

固定資産台帳の整備を前提とすることで公共施設等のマネジメントにも利用可能。 

③ 比較可能性の確保 

全国で統一的な様式を採用することで団体間での比較可用性の向上。 

 

統一基準では、従前の基準モデル・総務省方式改訂モデル同様、発生主義に基づく各種引当

金という考え方を継承（退職手当引当金、賞与引当金など）している一方で、複式簿記（仕訳）

に関して日々仕訳あるいは期末一括仕訳を行うため、現在各地方公共団体で使用している財務
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電算システムからの支出及び収入データの取り込み・仕訳を行うためのシステムが必要になり

ます。 

 

また、貸借対照表は、総務省方式改訂モデルと比較して有形固定資産の区分が詳細になり、

主として生活インフラとして使用される「インフラ資産」と、それ以外の行政サービスを提供

する際に使用される「事業用資産」に大別され、その中でさらに土地、建物、工作物等の分類

がなされます。計上方法も変更されており、総務省方式改訂モデルでは減価償却累計額が資産

額から差し引かれた「直接法」で計上されていたのに対し、統一基準では各減価償却処理を行

う資産の種別に減価償却累計額を別途記載する「間接法」が採用されています。そのため、各

地方公共団体の資産情報を貸借対照表に反映させるために、固定資産台帳の整備及び異動更新

作業が必要不可欠になります。 

 

なお、財務書類の活用方法として、前述の地方公共団体間の比較（類似団体や近隣団体）の

他に、減価償却費の考え方を予算編成に取り入れて公共施設ごとの老朽化比率を算出し、比率

の高い施設の老朽化対策に予算を優先配分することや、公共施設や行政サービスごとの詳細な

行政コストの把握・比較分析が期待されます。 

加えて公共施設等総合管理計画においても、将来の施設の更新維持管理費の把握や将来的な

公共施設等の維持管理に関する方針策定の基礎資料として、固定資産台帳の活用が有効です。 
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地方公会計制度の対象 

 

地方公会計制度で求められている「連結財務書類」作成について、その対象となる会計は地

方公共団体の一般会計のみならず、公営企業会計をはじめとする特別会計、住民サービスの一

端を担う一部事務組合・広域連合、市町村からの出資金の他、負担金や補助金の点で地方公共

団体と深い関係を持つ、地方三公社や第三セクターを含めることとなっています。 

※公営企業会計（法適用）や地方三公社・第三セクターは、すでに固定資産情報の集約や複

式簿記（決算書にて、貸借対照表・損益計算書が掲載）が導入されていることから、公会計

制度の項目に合わせるための決算書の読み替えを行います。また、一部事務組合・広域連合

については、地方公共団体が当該団体に対して拠出した負担金の割合に応じて、財務書類を

案分の上連結します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省「連結財務書類作成の手引き」２頁より） 
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2 財務書類の作成にあたって 

 

前章では統一基準の概要について触れましたが、本章では総務省「財務書類作成にあたって

の基礎知識」より、財務書類の仕組みについて紹介します。 

 

単式簿記と複式簿記 

 

「簿記とは『特定の経済主体の活動を、貨幣単位といった一定のルールに従って帳簿に記録

する手続き』であり、報告書（決算書等）を作成するための技術ですが、その記帳方法によっ

て『単式簿記』と『複式簿記』に区分されます。」（総務省「財務書類作成にあたっての基礎

知識」１頁） 

 

 
（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」１頁より） 

 

複式簿記では、１件の収入・支出行為に関して、ストック情報（資産・負債）の総体の一覧

的把握が可能となります。上記図における例では、固定資産台帳に車が１台増加したことを記

録しますが、従来公有財産台帳で求められてきた総量（数量等）の他に、固定資産台帳では「い

くらで買ったか」という金額情報が必要です。金額情報を記録し、会計年度末で資産と負債を

一覧表に集約した貸借対照表を作成すると、対象項目の貸借対照表の残高と固定資産台帳の残

高が一致するはずであり、互いを照合することで、どちらかの間違いが発見されるといった検

証機能の効果も期待されます。
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現金主義会計と発生主義会計 

 

「会計とは、『経済主体が行う取引を認識（いつ記録するか）・測定（いくらで記録するか）

した上で、帳簿に記録し、報告書を作成する一連の手続き』をいいますが、取引の認識基準の

考え方には、『現金主義会計』と『発生主義会計』があります。」（総務省「財務書類作成に

あたっての基礎知識」２頁） 

 
（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」２頁より） 

 

発生主義会計では、現金主義会計では見えにくかった減価償却費等といったコストも含む正

確なコスト（「フルコスト」）の認識が可能となります。例えば車については、取得年度に一

括で費用を計上するのではなく、「減価償却」計算によって利用可能な年度（耐用年数）に渡っ

て費用を配分することとなります（「費用配分の原則」）。 
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（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」２頁より） 

 

地方公共団体と民間企業の会計 

 

地方公共団体（官庁会計）と民間企業（株式会社等）の会計の主な違いを以下に記載します。 

 

 
（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」３頁より） 

 

財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から、従来導入されている単式簿記に

よる現金主義会計だけでは把握できない情報（ストック情報（資産・負債）や見えにくいコス

ト情報（減価償却費等））を住民や議会等に説明する必要性が一層高まっていることから、現
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金主義会計の補完として複式簿記による発生主義会計の導入が重要です。また、複式簿記によ

る発生主義会計を導入することで、ストック情報と現金支出を伴わないコストも含めたフルコ

ストでのフロー情報の把握が可能となりますので、公共施設等の将来更新必要額の推計や、事

業別・施設別のセグメント分析など、公共施設等のマネジメントへの活用充実につなげること

も可能となります。（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」３頁参照） 

 

統一的な基準による財務書類の概要 

 

統一的な基準による財務書類は「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算

書」及び「資金収支計算書」の４表又は３表（上記の４表のうち「行政コスト計算書」と「純

資産変動計算書」を結合）からなります（※）。 

 

 
（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」４頁より） 
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（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」５頁より） 

 

※貴村の統一基準については「財務書類４表構成」を採用しています。 
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統一的な基準における仕訳の考え方 

 

「複式簿記による仕訳処理については、統一的な基準では、それぞれ計上される財務書類に

応じて、よくあるパターンとして８要素の組合せに区分されますが、そのイメージは以下のと

おりです。」（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」６頁より） 

 
（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」６頁より） 
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統一的な基準の勘定科目 

 

統一基準財務書類作成にあたっては「勘定科目」に基づいた複式仕訳を行います。主な勘定

科目と、現金収支を伴わない発生主義会計特有の主な勘定科目は以下のとおりです。 

 

 
（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」７頁より） 
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統一的な基準による財務書類作成の流れ 

 

複数仕訳を含めた統一基準による財務書類作成の流れとして、総務省では下記の通り想定し

ています。 

 
（総務省「財務書類作成にあたっての基礎知識」８頁より） 
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3 複式仕訳パターン 

 

貴村の平成 28年度歳入歳出決算書にかかるデータを受領し、統一基準にて仕訳を行いまし

た。なお、仕訳変換結果は添付資料にて提示します。 

 

資金仕訳の概要 

 

従来の総務省方式改訂モデル財務書類では、決算統計を基に作成していましたが、統一基準

では、歳入歳出の「資金仕訳」によって財務書類上の計上先及び計上額を確定させることが必

要となります。その際は、総務省の財務書類作成要領における仕訳要領に従います。 

 

原則、一件の歳入歳出に対して一件の仕訳先が摘要されます（「別表６－１ 歳入科目（特

定）」「別表６－２歳出科目（特定）」）が、歳入歳出の科目によっては、一件の歳入歳出に

対して二件以上の仕訳先が適用される場合があります（複数仕訳）。複数仕訳の内容を確定さ

せるには、一件の歳入歳出の内訳調査が必要になる点に注意が必要です。 

 

複数仕訳の具体例として、工事請負費は、一件の歳出（伝票・執行記録）で、費用（フロー）

と資産（ストック）のどちらにも支出されている可能性があります。具体的には、建物や工作

物の取得が行われる「工事請負費」ですが、中には維持補修的な支出も含まれます。維持補修

的な支出は「費用（フロー）」に区分されますが、建物や工作物の取得については資産（ストッ

ク）に区分されます。 

 

また、一件の歳出（「工事請負費」）の全額が資産（ストック）整備であった場合でも、そ

の歳出の中で建物と工作物といった、種類や耐用年数が異なる複数の資産が同時に取得されて

いる可能性があり、その場合は一件の歳出から二件以上の歳出仕訳を行うことになります。さ

らに、建物や工作物といった有形固定資産は、固定資産台帳にならい「事業用資産」「インフ

ラ資産」を区別して仕訳を行う点にも注意が必要です。 
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（総務省「財務書類作成要領」65～68 頁より） 
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4 注記 
 

１．重要な会計方針 

 

（１） 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

 

① 有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・取得原価 

   ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

  ア 昭和 59年度以前に取得したもの・・・・・・・・・・・再調達原価 

   ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

  イ 昭和 60年度以降に取得したもの 

取得原価が判明しているもの・・・・・・・・・・・取得原価 

取得原価が判明していないもの・・・・・・・・・・再調達原価 

   ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。 

② 無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・取得原価 

   ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

  ア 昭和 59年度以前に取得したもの・・・・・・・・・・・再調達原価 

   取得原価が判明しているもの・・・・・・・・・・・取得原価 

取得原価が判明していないもの・・・・・・・・・・再調達原価 
 

（２） 法人等出資金の評価基準及び評価方法 

 

①市場価格のある有価証券 

財務諸表作成基準日における時価により計上しています。 

②市場価格がなく時価を把握することが困難と認められる有価証券及びその他の出資金 

  取得原価により計上しています。 

 

（３） 固定資産の減価償却の方法 

 

「固定資産取扱要領」、「リース取引に関する会計基準」等で定める耐用年数に基づ

き、定額法により算定しています。 

 

（４） 引当金の計上基準 

 

①徴収不能引当金 

未収金、貸付金及び基金貸付金の徴収不能又は回収不能に備えるため、以下のとおり

徴収不能見込額を計上しています。 

    一般債権･･･過去５か年度の不納欠損実績率に基づき算定し計上 
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②賞与引当金 

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、財務書類作成基準

日において発生していると認められる金額を計上しています。 

③退職手当引当金 

  職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務書類作成基準日において在職する職

員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。 

 

（５） リース取引の処理方法 

 

ファイナンス・リース取引については、１件当たりの契約額が 300 万円以上であり、

かつ契約終了後に所有権が移転する場合に限り、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。 

 

（６） 資金収支計算書における資金の範囲 

 

地方自治法第 235 条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 

 

（７） その他財務書類作成のための基本となる重大な事項 

 

①会計間の相殺消去 

    各会計合算財務書類においては、会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した

金額で表示しています。 

②出納整理期間 

  当会計年度に係る出納整理期間（平成 29年 4月１日～5月 31日）の現金出納に関す

る取引を当会計年度の取引としています。 

③消費税及び地方消費税の会計処理 

  税込方式によっています。 

 ④物品及びソフトウェアの計上基準 

  物品については、取得価額又は見積価格が 50万円（美術品は 300万円）以上の場合に

資産として計上しています。 

  ソフトウェアについても、原則として物品の取扱いに準じています。 

 ⑤資本的支出と修繕費の区分基準 

 資本的支出と修繕費の区分基準については、実施した工事の性質により、原状回復と判

断された工事については修繕費として、それ以外は資本的支出として処理しています。 
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２．会計方針の変更等 

 

（１） 表示方法の変更 

 

有形固定資産の減価償却累計額について、各有形固定資産の金額から直接控除し、そ

の控除した額を当該各有形固定資産の金額として表示する方法（直接法）から、各有形

固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示する方法

（間接法）に変更しました。 

 

 

３．重要な後発事象 

 

会計年度終了後、財務書類を作成するまでに発生した事象で、翌年度以降の財務状況

等に影響を及ぼす後発事象は以下の通りです。 

 

（１） 組織・機構の大幅な変更 

 

特になし。 

 

（２） 地方財政制度の大幅な改正 

 

特になし。 

 

（３） その他重要な後発事象 

 

特になし。 
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４．偶発債務 

 

（１） 債務負担の状況 

 

①一般会計 

債務負担総額 0 千円 

うち確定債務 0 千円 

うち未確定債務額 0 千円 

 

 

（２） その他主要な偶発債務 

 

特になし。 
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５．追加情報 

 

（１） 対象範囲（対象とする会計名） 

 

会計区分 会計名称 

一般会計等 一般会計 

法非適用会計 簡易水道特別会計 

法非適用会計 国民健康保険特別会計 

法非適用会計 後期高齢者医療特別会計 

一部事務組合・広域連合 沖縄県市町村自治会館管理組合 

一部事務組合・広域連合 沖縄県市町村総合事務組合 

一部事務組合・広域連合 沖縄県町村交通災害共済組合 

一部事務組合・広域連合 沖縄県後期高齢者医療広域連合 

一部事務組合・広域連合 沖縄県介護保険広域連合 

一部事務組合・広域連合 北部広域市町村圏事務組合 

一部事務組合・広域連合 国頭地区行政事務組合 

地方三公社、第三セクター (有)国頭きのこ園 

地方三公社、第三セクター 国頭村観光物産センター 

地方三公社、第三セクター 国頭村社会福祉協議会 

 

 

（２） 各項目の金額を表示単位で四捨五入しているため、合計等の金額が一致し

ない場合があります。 
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5 TOWN の品質サービス確認方法 

 

弊社提供している『TOWN－地域科学自治体クラウドサービス－』より、今年度品質サービ

スをご確認いただけます。 

以下の手順でご確認ください。 

 

TOWN にログインします。ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリッ

クしてください。（ユーザー名、パスワードは別途配布致します。） 

 

 
 

 

① トップ画面で、「ライブラリ」を選択してください。 
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② 「業務報告書」をクリックしてください。 

 

 
 

 

③ 目的のファイルが見つかりましたら、ファイルのタイトルをクリックしてください。ファ

イルのダウンロードが始まります。 

 
 

 

④ ダウンロード先から、ファイルを閲覧してください。
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付属資料 

 

① 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 一般会計等貸借対照表 

② 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 一般会計等行政コスト計算書 

③ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 一般会計等純資産変動計算書 

④ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 一般会計等資金収支計算書 

⑤ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 全体貸借対照表 

⑥ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 全体行政コスト計算書 

⑦ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 全体純資産変動計算書 

⑧ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 全体資金収支計算書 

⑨ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 連結貸借対照表 

⑩ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 連結行政コスト計算書 

⑪ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 連結純資産変動計算書 

⑫ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 連結資金収支計算書 

⑬ 統一的な基準による財務書類 平成 28 年度 連結精算表 

 


